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核燃料物質使用変更許可申請書，

新　旧　対　照　表

本文・・⑧・・…　⑧・・・・・…　本一1～5

本文図面・…　＠・・…　㊥：・…　本図一1～3

添付書類1－・・一一・・一・・添1－1～8
（使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に

　関する説明書（事故に関するものを除く。））

安全管理棟



新旧対照表 安　全　管　理　棟 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

（省略）

琿番号 使用の目的 区分

　　（1）

｝L＿

環境試料、排気・排水試料、作業環境試料、バイオアッセ

イ試料等に含まれるウラン及びプルトニウムの分析方法

の開発並びに分析業務を行う。

L
　
　
（
2
）
　 放射線測定器の校正用のウラン及びプルトニウム標準線

源の作製並びに放射線測定器の校正を行う。

但し、上記目的は平和利用に限る。

爵的番号’ 使用の方法 室名称

（1） 分析方法の開発及び分析業務

①ウラン及びプルトニウムの標準溶液（4×10－1～4 RI分取室、開発実験室

×102Bq／cm3）の調整を行う。 汚染検査室、放出管理

②①で得た溶液のトレーサ量（6×10旦且以下／件）を環 室、排水分析室1、排

境試料、排気・排水試料、作業環境試料に加え分析方 水分析室2、放射線測

法の検討を行い、また分析業務を行う。 定室、分光分析天秤室
　醜　　…

（2） 放射線測定器校正用線源の調整及び校正

①トレーサ量（4×1r1～4×103　Bq）のウランあるい RI分取室、開発実験室

はプルトニウムをステンレス板に電着し焼付け処理

により固定する。

②①により作製したウランあるいはプルトニウム電着 放射線測定室、RI保管

線源を用いて放射線測定器の校正を行う。 室
……

上記の各目的番号に示す核燃料物質の使用に伴って発生

し、廃棄施設へ廃棄する前段階のものであって、これか

ら廃棄しようとするものを取り扱う作業を行う。

①汚染の拡大防止のための梱包

フード又は管理区域内で不要となった物品等のうち、

汚染拡大防止措置が必要なものを、ビニルシート又は

　　共通
1

　ビニル袋等により梱包する。

②所定の容器への収納
全ての室

上記①で発生したものを所定の容器に収納する。

③その他上記に関連する作業

運搬、選別、詰め替え等を行う。　　、

これらの作業時には、火災防止（上記①、②及び③で発

生したものの金属製容器又は金属製保管庫への収納等）、

諺L＿＿ その他の保安上必要な措置を講じる。

注）分析業務の中には、研究所内各施設からの排気・排水試料の受渡し及び保管を含む。

変 更 後

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

（変更なし）

目的番号 使用の目的 区分

（1） 環境試料、排気・排水試料、作業環境試料、バイオアッセ

イ試料等に含まれるウラン及びプルトニウムの分析方法

の開発並びに分析業務を行う。

（2） 放射線測定器の校正用のウラン及びプルトニウム標準線

源の作製並びに放射線測定器の校正を行う。

但し、上記目的は平和利用に限る。

目的番号 使用の方法 室名称

（1） 分析方法の開発及び分析業務

①ウラン及びプルトニウムの標準溶液（4×1r1～4 RI分取室、開発実験室

×102Bq／cm3）の調整を行う。 汚染検査室、放出管理

②①で得た溶液のトレーサ量（6×10．丞L以下／件）を 室、排水分析室1、排

環境試料、排気・排水試料、作業環境試料に加え分析方 水分析室2、放射線測

法の検討を行い、また分析業務を行う。 定室、分光分析天秤室

（2） 放射線測定器校正用線源の調整及び校正

①トレーサ量（4×1ri～4×103　Bq）のウランあるい RI分取室、開発実験室

はプルトニウムをステンレス板に電着し焼付け処理に

より固定する。

②①により作製したウランあるいはプルトニウム電着線 放射線測定室、RI保管

源を用いて放射線測定器の校正を行う。 室

上記の各目的番号に示す核燃料物質の使用に伴って発生

し、廃棄施設へ廃棄する前段階のものであって、これから

廃棄しようとするものを取り扱う作業を行う。

①汚染の拡大防止のための梱包

フード又は管理区域内で不要となった物品等のうち、

汚染拡大防止措置が必要なものを、ビニルシート又は

ビニル袋等により梱包する。
共通 全ての室

②所定の容器への収納

上記①で発生したものを所定の容器に収納する。

③その他上記に関連する作業

運搬、選別、詰め替え等を行う。

これらの作業時には、火災防止（上記①、②及び③で発生

したものの金属製容器又は金属製保管庫への収納等）、そ

の他の保安上必要な措置を講じる。

注）分析業務の中には、研究所内各施設からの排気・排水試料の受渡し及び保管を含む。

本一1

で示す。

変更理由

・記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため．



新旧対照表 安　全　管　理　棟 本　文 変更箇所を で示す。

変　　更　　前 変　　更　　後 変更理由

3． 核燃料物質の種類 （省略） 3． 核燃料物質の種類 （変更なし）

4． 使用の場所 （省略） 4。 使用の場所 （変更なし）

5。 予定使用期間及び年間予定使用量 （省略） 5． 予定使用期間及び年間予定使用量、 （変更なし）

6
．
彗 使用済燃料の処分の方法 （省略） 6． 使用済燃料の処分の方法 （変更なし）

7． 使用施設の位置、 構造及び設備 7． 使用施設の位置、 構造及び設備

7～1　使用施設の位置 7－1　使用施設の位置

（1）敷地の位置
鷲

（1）敷地の位置

核燃料サイクル工学研究所の位置は、核燃料サイクル工学研究所共通編の 核燃料サイクル工学研究所の位置は、核燃料サイクル工学研究所共通編の

轟
とおりである。 とおりである。

（2）建家の位置 （2）建家の位置

本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北側中央部に位置する。道 本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北側中央部に位置する。道

路を隔てて東方には再処理施設、南東には応用試験棟、北方には工務技術 路を隔てて東方には再処理施設、南東には応用試験棟、北方には工務技術

管理棟がある。本施設は、海岸からおよそ鐘、標高8．5匹のところにある。
管理棟がある。本施設は、海岸からおよそ840m、標高8．5mのところにあ　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 ・記載の適正化

る。 （茨城港常陸那

使用施設の位置 このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約8．5聖L以上 使用施設の位置 このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約8．5斑以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 珂港区の整備に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寒の場所に位置しているため、河川による洪水、津波・高潮による被害を受け の場所に位置しているため、河川による洪水、津波・高潮による被害を受け 伴う施設と海岸

るおそれはない。また、敷地は平坦で排水性がよく、建家は安定した地層 るおそれはない。また、敷地は平坦で排水性がよく、建家は安定した地層 の距離の変更及

に支持されているため、地滑り・陥没等のおそれはない。 に支持されているため、地滑り・陥没等のおそれはない。 び表現の見直し）

（3）使用施設の位置 （3）使用施設の位置 を図るため。

本施設の使用施設として、2階に汚染検査室、放出管理室、排水分析室1、 本施設の使用施設として、2階に汚染検査室、放出管理室、排水分析室1、

排水分析室2、放射線測定室、分光分析天秤室、RI保管室、　RI分取室及び 排水分析室2、放射線測定室、分光分析天秤室、R王保管室、　RI分取室及び

開発実験室がある。 開発実験室がある。

本施設の平面図を図74－1に示す。 本施設の平面図を図7－1－1に示す。
　鴨＿卿

1 7－2　使用施設の構造 （省略） 7－2　使用施設の構造 （変更なし）

i
本一2



新旧対照表 安　全　管　理　棟 本　文 変更箇所を

変　　更　　前　・

7－3　使用施設の設備
ξ　使用設備の名称

個数 仕　様
一一

フード藍（排水分析室1）

5台
耐震設計：水平震度0．24
風速：0．5卿〆s以上（1／3開口）　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

トフード

　（排水分析室2）
5台

耐震設計：水平震度0．24

風速：0．5坐以上（1∠3開口）

一
ド粥発実験室）

6台
耐震設計：水平震度0．24

風速：0．5坐以上（1∠3開口）

フード

（RI分取室）
1台

耐震設計：永平震度0．24

風速：0．5血以上（1∠3開口）

放射線管理設備 1式 エアスニファ、退出モニタ、サーベイメータ

一騨

非常用設備

　　卜常用電源

1

1式

核燃料サイクル工学研究所内に設置されている自家用発電機か

ら、必要最小限の電気を確保する。この自家用発電機に接続さ

れている負荷は、フード系排風機、放射線管理機器（エアスニ

ファ）、非常用照明、通報装置、誘導灯である。

8　貯蔵施設の位置、構造及び設備

　8－1　貯蔵施設の位置

8－2　貯蔵施設の構造

8－3　貯蔵施設の設備

（省略）

（省略）

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 内容物の主な物理・化学的性状 仕様
一　一

酸化ウラン 固体

硝酸ウラニル 液体

RI保管室
1台

100＆U ウラン（単体） 固体 鋼製

保管庫 32且gPu 耐火金庫
硝酸プルトニウム 液体

プルトニウム 電着線源

貯
蔵
設
備
の
名
称
6 個数 仕 様

Y“

i放射線管理設備 「7－3

　　㌧

使用施設の設備」と同じ
1－1非常用設備IL」瞠墨電源

「7－3 使用施設の設備」と同じ

変 更　　後

7－3　使用施設の設備

使用設備の名称 個数 仕　様

フード

（排水分析室1）
5台

耐震設計：水平震度0．24
風速：0．5凪／s以上（1／3開口）　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

フード

（排水分析室2）
5台

耐震設計：水平震度0．24

風速：0．5」血以上（1∠3開口）

フード

（開発実験室）
6台

耐震設計：水平震度0．24

風速：0．5」血以上（1∠3開口）

フード

（RI分取室）
1台

耐震設計：水平震度0．24
風速：O．5副s以上（1／3開口）　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

放射線管理設備 1式 エアスニファ、退出モニタ、サーベイメータ

非常用設備

　非常用電源
1式

核燃料サイクル工学研究所内に設置されている自家用発電機か

ら、必要最小限の電気を確保する。この自家用発電機に接続さ

れている負荷は、フード系排風機、放射線管理機器（エアスニ

ファ）、非常用照明、通報装置、誘導灯である。

8．貯蔵施設の位置、構造及び設備

　8－1　貯蔵施設の位置

8－2　貯蔵施設の構造

8－3　貯蔵施設の設備

（変更なし）

（変更なし）

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 内容物の主な物理・化学的性状 仕様

RI保管室

保管庫
1台

100－gU

32」とgPu

酸化ウラン

硝酸ウラニル

ウラン（単体）

固体

液体

固体 鋼製

耐火金庫
硝酸プルトニウム

プルトニウム

液体

電着線源

貯蔵設備の名称 個数　　　　　　　　　　　　　　仕様

放射線管理設備 「7－3　使用施設の設備」と同じ

非常用設備

　非常用電源
「7－3　使用施設の設備」と同じ

本一3

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

一



新旧対照表 安　全　管　理　棟 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

9．廃棄施設の位置、構造及び設備

　9－1　気体廃棄施設

　　9－1－1　気体廃棄施設の位置

　　9－1－2　気体廃棄施設の構造

　　9－－1－・3　気体廃棄施設の設備

（省略）

（省略）

（省略）

気体廃棄設備の名称 仕様

排風機

管理区域の排気系統は、1系統からなる。

排風機：2基　　　　　　　公称能力　　　　　基数

　排風機（作業時）　　　　約280m3∠盤iR　　　1基

　排風機（未作業時）　　　約66燃3∠min　　　1基

排気フィルタ
高性能エアフィルタ　　2段

　捕集効率　0．15皿の粒子で99。97％

［排気筒

内径900㎜

射線管理設備 「7－3　使用施設の設備」と同じ

愚用設備

匡常用電源
「7－3　使用施設の設備」と同じ

9－－2　液体廃棄施設

　9．　－2－・1一　液体廃棄施設の位置

　9－2－2　液体廃棄施設の構造

晦

硲

俗

緒

液体廃棄施設の名称 構　造 床面積（騰2） 設　計　仕　様

緬
耐震設計：水平震度0．2

i
建築基準法に基づく耐火構造

… 鉄筋コンクリート

耐震耐火構造
床：エポキシ樹脂ライニング

安全管理棟

排水貯槽室
地階 約40m2　　一

壁：塩化ビニル樹脂塗装仕上げ

天井：コンクリート打放

配置図を図9－2一
室内に、図9－2－3に示す排水受

1に示す。
槽を設置しており、周りには防液堤

L
が設けられている。

変　　更　　後

9．廃棄施設の位置、構造及び設備

　9－1　気体廃棄施設

　　9－1－1　気体廃棄施設の位置

　　9一レ2　気体廃棄施設の構造

　　9－1－3　気体廃棄施設の設備

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

気体廃棄設備の名称 仕様
管理区域の排気系統は、1系統からなる。

排風機 排風機：2基　　　　　　　公称能力　　　　　基数

排風機（作業時）　　　約280m3／min　1基
一

排風機（未作業時）　　　約66殿3んin　1基
一

高性能エアフィルタ　　2段
排気フィルタ

捕集効率　0．15」些Lの粒子で99。97逃

排気筒 内径900mm

放射線管理設備 「7－3　使用施設の設備」と同じ

非常用設備

非常用電源

「7－3　使用施設の設備」と同じ　　　　タ

9－2　液体廃棄施設

　9－2－1　液体廃棄施設の位置

　9－2－2　液体廃棄施設の構造

（変更なし）

（変更なし）

液体廃棄施設の名称 構　造 床面積（礒2） 設　計　仕　様

耐震設計：水平震度0．2

鉄筋コンクリート
建築基準法に基づく耐火構造

耐震・耐火構造
床：エポキシ樹脂ライニング

安全管理棟
地階 約40

壁：塩化ビニル樹脂塗装仕上げ

排水貯槽室 天井：コンクリート打放

配置図を図9－2一
室内に、図餅2－3に示す排水受

1に示す。
槽を設置しており、周りには防液堤

が設けられている。

本一4

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。



新旧対照表

　9－2－3　液体廃棄施設の設備

9－3　固体廃棄施設

　9－3覗　固体廃棄施設の位置

　9－3－2　固体廃棄施設の構造

　9－3－3　固体廃棄施設の設備

変　　更　　前

安　全　管　理　棟 本　文

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

　9－2－3　液体廃棄施設の設備

9－3　固体廃棄施設

　9－3－1　固体廃棄施設の位置

9－3－2　固体廃棄施設の構造

　9－3－3　固体廃棄施設の設備

本一5

変　　更　　後

変更箇所を

（変更なし）

（変更なし）

膝更なし）

（変更なし）

（変更なし）

で示す。

変更理由

」



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

霊

f

　　　1＞・XI　7一蒐一1

1　給排気系統図

安全管理棟2階管理区域平面図

貯蔵庫

㍗ド…づ
　磁妬癩）

（省略）

本　文　図　面

変　　更　　後

変更箇所生

A

劉

図9－1－1

本図一1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aSlpm｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　㌍

一maua　　　　　》｛　｝

図7　”一　1－1安全管理槻階駆域鞘図

給排気系統図
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噸

雌
》 硬　　　勤1噸醍

週
7鴎《）一 ミ

又は（：＝）で貌L

（変更なし）

変更理由

・記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（現状との整合）

を図るため。



雫区粁

　。Q．g　：4　9区如

（a］櫻醸e偲榔）

2Y山H姻e藩編・

田罰似鰹

（⊃層圏鄭）

e．
＃
lt．

綴

th　
　
　
　
　
l

7聾乳
鋸

喚
　
　
　
t・

＼
　
　
　
　
　
diet鳶

＿

s膨
　
mp

＿
ム

　
　

ー
・

M－
・

タ
　
例

陣
噂
　
㌫
絹 　　　　　嘩

　　　灘

墾鰹魁一　因　

みセツむがよゆききロロほ

繁鴎難［国

［凶繋廉ゾfi且eS　Z－Z－6l凶

門 凶一懸由騒（も謎掴搬紐齢総獣耗摯運　　H…cqi⑦灘凶

Pin司
t．

讐嚇獅 騨
轟

蝋“
♂

戚醐鷲鍔ぴ
●

昏
　

　
4

蝿
Atan・

過

細 　
亀

咳
舳

タ
獅

撫ーーー蕪ーー螂ーゆ塞蟹ー轟ーーー舞嚥

tt灘
　
　
騨
　
　
灘
漁
　
　
総
纏
　
　
灘
髪
鍵
　
　
蜘

譜
鱗
鯉
難
繕

勲
響

騰
齢

繍
撚

灘
翻

漁
融

撫
購

雛
蝋

麟
購

1
継

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1．

難
　

　
　

　
　

　
　

　
　

羅
1　

　
　
　
　
　
　
　

　
癬

l　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
l繊

難
　
　
　

　
　

　
　

㌦
難

　
　
　
　
　
　
　

　
　
1

聾
　

　
　

’
　

　
　

　
　

羅
羅
　

　
　
　
　
　
　
　
l

l＿
＿
＿

＿
＿

＿
＿

＿
＿

一
’

ハ
　

黙
鰻
×

黙
鑓

鐵
議

挙
｛
麺

1，
．

ぐ

＼
磐

贈

憲
鷲

　
臆

9鴎¢

驚
繍
難
灘
騰
騨
灘
難
麟
／

簗菱

藻叢欝

㌦
＿
∴
∴
＿
＿
＿
＿
1

轡婆驚指致く姻葦

／
l

　
11

l　　　　　　　s

I
i 　　幅蓬爆輔細竃⇒望¢二齢

へ　鞭ー磯馨壽霧，『ー嚢騰

竃壱錨　嚇　　藤　　脇

｛㈱
蕊藝劣婁姿鹸　　鼎　　難

。

タ、灘　鞭　鰍　灘

　露　　套　　妻夢　　箋　　冬霧　　霧筑　霞　　夢蒙駿

鰹　圖　慰

（ 智卸）
　　ひ く 一　　　叢煮咽黛繊

　脚曝瞬鯉懲瓢叡－義、祠孟》 　　　瀦

隔鑓鐙瓢∴　廻

ルかなもがぷぼきまきほま

　　　　’

憂婁［国

一凶握隆く抵職　eq－cql①図

魏鷺廻離髄Q鰹碧謝灘慧へ耗脳驚　　Hーcqlの｝鑑

辮
瓢
撫
繊
鰯
購
購
購
鞭
難
灘
雛
纏
灘
鱒
鵬
騨
麟
懲

撫
響

灘
難

　　翻　　．

　　曝

　　　　　　　　　（耀愁蓋瓢き鱒鞭岬晒範）

　　融

　　　　　　　　　　羅叢轍瓶蜘罫贈セ響

　瀬

　∵

　擁

　昌灘礫嘘騨難州灘凝擁

難繊嚢雲霧欝嚢沖馨霧難轍壽詫驚

　　　　　　　　欝

　　　　　　　　齢

　　　　　　　　離

　　　　　　　　響

　　　　　　　　嚇
謝d

　　　　　　　　　　　　k

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　ぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　鍵　　　　饗

　　　　　　　　　　　　　　　　　藷　　　　聾 欝鷹ぎ　障　舞謬難　　　　　　　　灘　　　　難

　藻ー嚢嚢ー濃ーーーーーーーーーー幽　　　　鰻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雛

”　　　　　　　　　　　　　　馨舞難懇藍“馨離　　　　　　鱒

　　　　　　　　　碁奢～訟叢　　　　鰯

　　　　　　　　　　　難　　　　響

　　　　　　　　　　　灘　　　　　灘

　　　　　　　　　　　営黙繋嚢繁鋤馨翌馨襲嚢㌦

睡塾

嚢嚢馨
燃
・

1
＿
纐
＿
＿
＿
蝋
＿
灘

伽婆距箏憲く獅陰

　
』

』
心

l
　　　幅禦認騨副叢幽頓脚藩曇

へ　纏彰霧磁ー：ー購霧ー髪構

i
　
－

i　蜘　囎　嚇

　騰
ー、ら婁鮮　　聯　　聯

鯉‘
　幽　灘　　翻　　総 　鋳　　難　　騒箭　藝　　瓢躯馨　　蓑　　嚢噂膨　嚢塗

ゆ

U

i
l 　

　
　

濾　圖　榔

。

や於駒楚区如溢題圖儲魑　区採終攣騨細畑胴

　　叫

榔匪較里楽



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

｝

1

管理区城

固体1発棄施設

管理区域出入口

璽位（璽賞1n）

図9－3－1　固体廃棄施設の位概（安全管理棟2階）

本　文　図　面 変更箇所を 又は（：：：：：〉で示す。

変　　更　　後

　　　鯉
畷　　　　　　・　一・

還鎧 盤

糊区域

固体解蓬棄施設

管揖！区蓋或出人1コ

醸位（1職聰）

図9－3弓　固体廃棄施設の位置（安全管理棟2階）

変更理由

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（現状との整合）1

を図るため．　1

本図一3



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

1。閉じ込めの機能

1。1概要

1．2　換気設備

（省略）

（省略）

1．3　管理区域

　本施設の管理区域内において放射線業務従事者が遵守すべき一般的原則を次に示す。

　（1）管理区域への立入りは所定の出入り口（以下「指定出入口」という。）のみを使用し、他

　　　　の出入口は緊急時及び特別の許可のある場合以外は使用しない。

　（2）管理区域外への退出の際には、指定出入口に設置される退出モニタ又はサーベイメータに

　　　　より汚染を検査し、異常のないことを確認した後に退出する。

　（3）　管理区域へ立入るための必要防護装備は、作業衣、作業靴である。これらの防護装備の着

　　　　脱は原則として汚染検査室において行う。その他作業内容に応じてゴム手袋等を使用する。

（4）

（5）

（6）

（7）

2。遮蔽

管理区域内で使用する防護装備、作業衣等は、管理区域外では使用しない。　　　　、

管理区域内で作業を行う者及び一時立入りを許可された者は、ユユ」鯉を装着する。

管理区域内での飲食及び喫煙を禁止する。

管理区域外に物品を搬出する：場合には、必ず搬出サーベイを行い、汚染のないことを確認

した後搬出する。

2．1概要

2．2実効線量の評価

　（1）　保管廃棄施設の廃棄物に起因する線量

　　1）計算条件

（省略）

（省略）

2）計算方法

　計算は、放射線施設のしゃへい計算実務マニュアルωに記載された方法により行う。また、

各核種の実効線量率定数は、アイソトープ手帳11版（2）に記載された数値を用いる。

　　なお、236Puについては、実効線量率定数がアイソトープ手帳11版（2）に記載されていないた

添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　後

t．閉じ込めの機能

1．1概要

1．2　換気設備

（変更なし）

（変更なし）

1．3　管理区域

　本施設の管理区域内において放射線業務従事者が遵守すべき一般的原則を次に示す。

　（1）管理区域への立入りは所定の出入り口（以下「指定出入口1という。）のみを使用し、他

　　　　の出入口は緊急時及び特別の許可のある場合以外は使用しない。

　（2）　管理区域外への退出の際には、指定出入口に設置される退出モニタ又はサーベイメータに

　　　　より汚染を検査し、異常のないことを確認した後に退出する。

　（3）　管理区域へ立入るための必要防護装備は、作業衣、作業靴である。これらの防護装備の着

　　　　脱は原則として汚染検査室において行う。その他作業内容に応じてゴム手袋等を使用する。

（4）

（5）

（6）

（7）

2。遮蔽

管理区域内で使用する防護装備、作業衣等は、管理区域外では使用しない。

管理区域内で作業を行う者及び一時立入りを許可された者は、個ム麺辻を装着する。

管理区域内での飲食及び喫煙を禁止する。

管理区域外に物品を搬出する場合には、必ず搬出サーベイを行い、汚染のないことを確認

した後搬出する。

2．1概要

2．2実効線量の評価

　（1）保管廃棄施設の廃棄物に起因する線量

　　1）計算条件

（変更なし）

（変更なし）

2）計算方法

　計算は、放射線施設のしゃへい計算実務マニュアルωに記載された方法により行う。また、

各核種の実効線量率定数は、アイソトープ手帳11版②に記載された数値を用いる。

　　なお、236Puについては、実効線量率定数がアイソトープ手帳11版ωに記載されていないた

添1－1

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

「 変　　更　　前

f

旨

E

め、放射線データブック（3）の236Puの放射線のエネルギー（MeV）、放出率（％）を用い、アイ

ソトープ手帳11版ωの実効線量率定数の計算式に従って求める。

　実効線量Eは、次式で求められる。

E＝r　×A　×　（1／d2）×　h

　E　　　：実効線量（mSv／週またはmSv／3月、mSv／年）

　r　　　：実効線量率定数（mSv・m2・MBぺ・h－i）

　A　　　：核燃料物質の数量（MBq）

　d　　　：線源から評価地点までの距離（m）

　h　　　：　1週間または3月間、年間の存在時間等（h）

3）計算結果 （省略）

23評価結果
（1）実効線量

　　　本施設で廃棄物保管室に保管する廃棄物に起因する実効線量は、人が常時立ち入る場所で

　　6．96×10…6mSv／週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は1年間につき3．62

　　　×1σ緬Svとなり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50　mSvを超えることはない。

　　また、5年間で1．74×10…3血となり、平成13年4．月1日以降5年ごとに区分した各期間の実

　　効線量限度100mSvについても、これを超えることはない。なお、内部被ばくに係る実効線量

　　は、固体廃棄物容器から放射性物質が漏れることはないことから0であり、廃棄物に起因する

　　実効線量に影響しない。

　　　管理区域境界における実効線量は3．40〆1σ5mSv／3月であり、管理区域に係る線量等の1．・3

　　mSv／3月を超えることはない。

　　　周辺監視区域境界における実効線量は6．09×1σ9mSv／年であり、周辺監視区域外の線量限度

　　hSv／年を超えることはない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉

参考文献

　（1）原子力安全技術センター，「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル」，2015

　（2）B本アイソトープ協会，「アイソトープ手帳11版」，平成23年

　（3）村上悠紀雄編著他，「放射線データブック」，1982

添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　後

め、放射線データブック（3）の236Puの放射線のエネルギー（MeV）、放出率（％）を用い、アイソ

トープ手帳11版（2）の実効線量率定数の計算式に従って求める。

　実効線量Eは、次式で求められる。

E＝r　×A　×　（1／d2）×　h

　E　　　：実効線量（mSv／週またはmSv／3月、mSv／年）

　F　　　：実効線量率定数（mSv・m2・MBq”1・h－1）

　A　　　：核燃料物質の数量（MBq）　、

　d　　　：線源から評価地点までの距離（m）

　h　　　：　1週間または3E間、年間の存在時間等（h）

3）計算結果 （変更なし）

23評価結果
（1）実効線量

　　　本施設で廃棄物保管室に保管する廃棄物に起因する実効線量は、人が常時立ち入る場所で

　　6．96×10ww6　mSv／週であり、放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は1年間につき3．62

　　　×1σ4mSvとなり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50　mSvを超えることはない。

　　また、5年間で1．74×10－3」愛Lとなり、平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間の

　　実効線量限度100mSvについても、これを超えることはない。なお、内部被ばくに係る実効線

　　量は、固体廃棄物容器から旅射性物質が漏那ることはないことから0であり、廃棄物に起因す

　　　る実効線量に影響しない。

　　　管理区域境界における実効線量は3．40×1σ5mSv／3月であり、管理区域に係る線量等の1．3

　　mSv／3．月を超えることはない。

　　　周辺監視区域境界における実効線量は6．09×1σ9mSv／年であり、周辺監視区域外の線量限度

　　　1mSv／年を超えることはない。

参考文献

　（1）原子力安全技術センター，「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル」，2015

　（2）日本アイソトープ協会，9アイソトープ手帳il版」，平成23年

　（3）村上悠紀雄編著他，「放射線データブックj，1982

添1－2

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。



新旧対照表

「
安　全　管　理　棟

変　　更　　前

3。火災等による損傷の防止 （省略）

4。立ち入りの防止 （省略）

　

5．自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤

5．2地震による損傷の防止

（省略）

（省略）

5　3津波による損傷の防止

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所の北側中央部に位置し、海岸からおよそ塑旦、標高8．5m

のところにあり、周辺の河川、海岸から十分に離れていることから、津波・高潮による被害を受け

　るおそれはない。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　後

3。火災等による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

4。立入りの防止 （章題のみ変更）

5。自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤

5．2地震による損傷の防止

（変更なし）

（変更なし）

5　3津波による損傷の防止

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所の北側中央部に位置し、海岸からおよそ840　m、標高8．5m

のところにあり、周辺の河川、海岸から十分に離れていることから、津波・高潮による被害を受け

　るおそれはない。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止 （変更なし）

添1－3

で示す。

変更理由

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（茨城港常陸那

珂港区の整備に

伴う施設と海岸

の距離の変更）を

図るため。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

8e地震による損傷の防止 （省略）

9。津波による損傷の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

6．核燃料物質の臨界防止

7。

変 更 後

（規則条文のみ変更）

用前査・施＝の地盤 （章題及び規則条文のみ変更）

8．地震による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

9、津波による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

添1－4

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

て法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

11e塵灘査麹への人の不法な侵入等の防止 （省略）

X2．溢水による損傷の防止 （省略）

i3。化学薬晶の漏えいによる損傷の防止 （省略）

14e飛散物による損傷の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

変 更 後

10。外部からの衝撃による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

11。使里前槍査対象施設への人の不法な侵入等の防止 （章題及び規則条文のみ変更）

12．溢水による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （規則条文のみ変更）

14。飛散物による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

添1－5

で示す。

変更理由

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化
（齢改正に伴1

う変更）を図るた

め。

　　　　　　　1
・ 記載の適正化1

（法令改正に伴　　．

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

15．重要度に応じた安全機能の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

　　

　　

　　

　　

　　

i6e環境条件を考慮した設計 （省略）

97．検査等を考慮した設計 （省略）

as。一の共用
（省略）

19．誤操作の防止 （省略）

20．安全避難通路等 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　後

15．重要度に応じた安全機能の確保 （規則条文のみ変更）

16．環境条件を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

17。検査等を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

18．agEpm2＃lg＊st2Etsの共用 （章題及び規則条文のみ変更）

19．誤操作の防止 （規則条文のみ変更）

20．安全避難通路等 （規則条文のみ変更）

添1－6

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

21、設計評価事故時の放射線障害の防止 （省略）

22．貯蔵施設 （省略）

23。廃棄施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　後

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （規則条文のみ変更）

22．貯蔵施設 （変更なし）

23．廃棄施設 （変更なし）

添1－7

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新伯対照表 安　全　管　理　棟

変　　更　　前

24。汚染を検査するための設備 （省略）

25。監視設備 （省略）

26．非常用電源設備　
　

（省略）

27．通信連絡設備等 （省略）

28。多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

変 更 後

24．汚染を検査するための設備 （変更なし）

25。監視設備 （規則条文のみ変更）

26．非常用電源設備 （規則条文のみ変更）

27、通信連絡設備等 （規則条文の玲変更）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （規則条文のみ変更）

添1－8

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



1

核燃料物質使用変更許可申請書

新旧対照表

9

本文・・…　⑧・・・・・・・・…　本一1～2

本文図面・・・・・・・・・・・・…　本図一1～2

添付書類1－一一一・一・一老添1－1～7
（使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に

　関する説明書（事故に関するものを除く。））

計測機器校正室



新旧対照表 計測機器校正室 本　文 変更箇所を で示す。
僻猟

変　　更 前 変　　更 後 変更理由

1． 名称及び住所並びに代表者の氏名 （省略） 1． 名称及び住所並びに代表者の氏名 （変更なし）

2． 使用の目的及び方法 （省略） 2． 使用の目的及び方法 （変更なし）

3． 核燃料物質の種類 （省略） 3． 核燃料物質の種類 （変更なし）

4． 使用の場所 （省略） 4． 使用の場所 （変更なし）

5． 予定使用期間及び年間予定使用量 （省略） 5， 予定使用期間及び年間予定使用量 （変更なし）

6． 使用済燃料の処分の方法 （省略） 6。 使用済燃料の処分の方法 （変更なし）

7。 使用施設の位置， 構造及び設備 7． 使用施設の位置， 構造及び設備

7－1．使用施設の位置 7－1．使用施設の位置
§

（1）敷地の位置 （1）敷地の位置・
1 核燃料サイクル工学研究所の位置は，核燃料サイクル工学研究所共通編の 核燃料サイクル工学研究所の位置は，核燃料サイクル工学研究所共通編の

とおりである。 とおりである。

（2）建家の位置 （2）建家の位置

本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の南東部に位置する。北西に 本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の南東部に位置する。北西に

はプルトニウム燃料第三開発室が隣接し，東方には中央運転管理棟がある。 はプルトニウム燃料第三開発室が隣接し，東方には中央運転管理棟がある。

陣用施設の位置
本施設は、海岸から約塾，　　　　　　　　　　　　標高20墾Lのところにある。

このように，周辺の河川，海岸から十分に離れており，海抜約20匹の場所
使用施設の位置

本施設は、海岸から約640m，

　このように，周辺の河川，

標高20盈のところにある。　　　一

海岸から十分に離れており，海抜約20患の場　　　　　　　　　　　　　　　　　一

・ 記載の適正化

（茨城港常陸那
に位置しているため，河川による洪水，津波・高潮による被害を受けるおそ 所に位置しているだめ，河川による洪水，津波・高潮による被害を受けるお 珂港区の整備に

れているため，地滑り・陥没等のおそれはない。

（3）使用施設の位置

れはない。また，敷地は平坦で排水性がよく，建家は安定した地層に支持さ それはない。また，敷地は平坦で排水性がよく，

されているため，地滑り・陥没等のおそれはない。

（3）使用施設の位置

建家は安定しだ地層に支持
伴う施設と海岸

の距離の変更及

本施設の使用施設として， 照射室（A）及び照射室（B）がある。本施設の平 本施設の使用施設として， 照射室（A）及び照射室（B）がある。本施設の平 び表現の見直し）

面図を図7－1，図7－2に示す。 面図を図7－－1，図7－2に示す。 を図るため。

7－2．使用施設の構造 7－2．使用施設の構造

き
ー

使用施設の名称 構　造 床面積（斑2） 設計仕様 使用施設の名称 構　造 床面積（m2） 設計仕様

鉄骨及び軽量発泡コンクリート 鉄骨及び軽量発泡コンクリート

鉄筋コンクリート（ピット） 鉄筋コンクリート（ピット）

計測機器校正室 耐震・耐火構造 延床面積 計測機器校正室 耐震・耐火構造 延床面積

照射室（A）及び 約380m2　　一 耐震設計：水平震度0．2 照射室（A）及び 約380 耐震設計：水平震度0．2 ・ 記載の適正化

照射室（B） 建家平面図を図7－1，図72に （建家内管理区域） 照射室（B） 建家平面図を図7－1，図7－2に （建家内管理区域） （表現の見直し）

示す。また，ピット断面図を図 示す。　また，ピット断面図を図 を図るため。

7－3に示す。 7－3に示す。

1

L
1

本一1



新旧対照表 計測機器校正室 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

7－3．使用施設の設備

使用設備の名称 個　数 仕　様

｝ll線源駆動装置

1式

外径寸法：魍×魍
駆動方式：線源の移動は圧縮空気で行い，格納容

　　　　　器のシャッタの開閉，線源の昇降の制

　　　　　御は，準備室内操作盤で行う。
，帥

放射線管理設備

L
1式

中性子用エリアモニタ　　2台　（照射室（B））

中性子用サーベイメータ　1台

8．貯蔵施設の位置，構造及び設備

　8－1．貯蔵施設の位置

　8－2．貯蔵施設の構造

　8－3．貯蔵施設の設備

（省略）

（省略）

貯蔵設備の名称 個数
最大 内容物の主な

仕様
収納量 物理・化学的性状

一

外径寸法：800虻×週
， 材質　　ステンレス（外側容器）

格納容器 1台
570巫g

（Pu量）

固体

酸化プルトニウム

パラフィン（外層遮蔽材）
　上部方向厚さ350㎜　　　　　　　　一

鉛（内層遮蔽材）

上部方向厚さ230mm
一設置場所：ピット（B）内　　　　　　　　　　　　；

外径寸法：約鯉×900璽避×
400㎜D

収納棚

L
1台

700墾g

（u量）

固体

酸化ウラン
　　　　　　一材　質　：鉄

設置場所：ピット（A）内

　錠　　：扉部に1箇所

「癒設備の名称一廟一

個数 仕様

放射線管理設備

＝
「7－3　使用施設の設備」と同じ

9．廃棄施設の位置，構造及び設備

｛
L＿＿＿＿＿

（省略）

変 更’ 　後

7－3．使用施設の設備

使用設備の名称 個　数 仕様

線源駆動装置 1式

外径寸法：5000㎜翌×L幽
駆動方式：線源の移動は圧縮空気で行い，、格納容

　　　　　器のシャッタの開閉，線源の昇降の制

　　　　　御は，準備室内操作盤で行う。

放射線管理設備 1式
中性子用エリアモニタ　　2台　（照射室（B））

中性子用サーベイメータ　1台

8．貯蔵施設の位置，構造及び設備

　8－1．貯蔵施設の位置

　8－2。貯蔵施設の構造

　8－3．貯蔵施設の設備

（変更なし）

（変更なし）

貯蔵設備の名称 個数
最大 内容物の主な

仕様収納量 物理・化学的性状

外径寸法：800」虻×ユ＿魍
材質　：ステンレス（外側容器）

格納容器 1台
570』g
（Pu量）

固体

酸化プルトニウム

パラフィン（外層遮蔽材）

　上部方向厚さ350㎜　　　　　　　　一

鉛（内層遮蔽材）

上部方向厚さ230㎜
一設置場所：ピット（B）内

外径寸法：約1800㎜阪900㎜H×

一
収納棚 1台

700」婆

（u量）

固体

酸化ウラン

　　　　400㎜D　　　　　　一

材　質　：鉄

設置場所：ピット（A）内

錠　　：扉部に1箇所

貯蔵設備の名称 個数 仕様

放射線管理設備 「7－3　使用施設の設備」と同じ

9．廃棄施設の位置，構造及び設備 （変更なし）

本一2

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

」







新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

1

（省略）

2．遮蔽

「第三条

L血鯉

　本施設において使用する核燃料物質は濃縮ウラン及びその化合物、並びにプルトニウム及びその化合

物である。濃縮ウラン及びその化合物は、使用する量が少ないことから、遮蔽を要しない。プルトニウ

ム及びその化合物は、貯蔵容器並びにコンクリート壁（厚さ60皿以上）等で遮蔽されているので、常時

立ち入る場所は1婬泣／週以下となる。また、周辺監視区域境界まで120匹以上離れており、前記遮蔽物及

び遮蔽用土堤で遮蔽されているので、周辺監視区域外の線量は250里旦以下となる。

3。火災等による損傷の防止 （省略）

鑑鷹

　　　

　　　3　

　　　

4・塑の防止

L

（省略）

変　　更　　後

1。閉じ込めの機能 （変更なし）

2．遮蔽

　本施設において使用する核燃料物質は濃縮ウラン及びその化合物、並びにプルトニウム及びその化合

物である。濃縮ウラン及びその化合物は、使用する量が少ないことから、遮蔽を要しない。プルトニウ

ム及びその化合物は、貯蔵容器並びにコンクリート壁（厚さ60＿血以上）等で遮蔽されているので、常

時立ち入る場所は1」戯／週以下となる。また、周辺監視区域境界まで120』L以上離れており、前記遮蔽

物及び遮蔽用土堤で遮蔽されているので、周辺監視区域外の線量は250」dyL3．旦以下となる。

3。火災等による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

4。立入りの防止 （章題のみ変更）

添1－1

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

5。自然現象による影響の考慮

5s1施設の地盤

5．2地震による損傷の防止

（省略）

（省略）

5．3津波による損傷の防止

本施設は、核燃料サイクル工学研究所の南東部に位置し、海岸から約塾、標高20Utのところにあ

り、周辺の河川、海岸から十分に離れていることから、津波・高潮による被害を受けるおそれはない。

15．4外部からの衝撃による損傷の防止
監

　本施設は、建築基準法に従い風圧力、積雪等の外力も考慮した設計を行っており、台風や積雪等に

よる被害を受けるおそれは少ない。

1輔設近傍には比較的大きな一舟皮河川として久慈川と新川があるが・久慈川は北方に約5㎏離れて

おり、新川は水量が少ないため、河川の氾濫による洪水のおそれはない。

6．核燃料物質の臨界防止 （省略）

第

　

2　

　

7．施劃鎧の地盤 （省略）

第

　

　

　

　

2　

　

L

変　　更　　後

5。自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤

5．2地震による損傷の防止

（変更なし）

（変更なし）

5．3津波による損傷の防止

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所の南東部に位置し、海岸から約640m、標高20搬のところに

あり、周辺の河川、海岸から十分に離れていることから、津波・高潮による被害を受けるおそれはな

い。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止

　本施設は、建築基準法に従い風圧力、積雪等の外力も考慮した設計を行っており、台風や積雪等に

よる被害を受けるおそれは少ない。

　本施設近傍には比較的大きな一般河川として久慈川と新川があるが、久慈川は北方に約5㎞離れて

おり、新川は水量が少ないため、河川の氾濫による洪水のおそれはない。

6．核燃料物質の臨界防止 （規則条文のみ変更）

7。　用前査・施鵠の地盤 （章題及び規則条文のみ変更）

添1－2

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（茨城港常陸那

珂港区の整備に

伴う施設と海岸

の距離の変更及

び表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（表現の髄し）i

を図るため。

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

　　㍉

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

8。地震による損傷の防止 （省略）

9。：津波による損傷の防止 （省略）

10。外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

11。2EgiWlkljwapag；への人の不法な侵入等の防止 （省略）

変　　更　　後

8。地震による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

9。津波による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

10。外部からの衝撃による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

11。値且前検査対象施殻への人の不法な侵入等の防止　（章題及び規則条文のみ変更）

添1－3

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表
「叫…圃

1

計　測　機　・器　校　正　室 添　付　書　類　1 変更箇所を

降水による蜘防止

変　　更　　前

（省略）

X3、化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （省略）

a4．飛散物による損傷の防止 （省略）

15。重要度に応じた安全機能の確保 （省略）

16。環境条件を考慮した設計 （省略）

17。検査等を考慮した設計 （省略）

「棄十八条　2mpegE＊ltspaig＃は、当該施mgygecpaijlの安全機能を確認するための検査又は試験及

L鎖墾全機能を健全に糸爵するための保守又は腱ができるものでなければならない・

18。麺一の共用
（省略）

変 更 後

12．濫水による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （規則条文のみ変更）

14．飛散物による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

15。重要度に応じた安全機能の確保 （規則条文のみ変更）

16。環境条件を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

17。検査等を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

18．dtspalit1pawampl；の共用 （章題及び規則条文のみ変更）

添1－4

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・言己載（7）三商璽三イtl

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 計測機器校正室 添付書’類1 変更箇所を

変　　更　　前

1

1

19。誤操作の防止 （省略）

20．安全避難通路等 （省略）

21。設計評価事故時の放射線障害の防止 （省略）

22。貯蔵施設 （省略）

変 更 後

19．誤操作の防止 （規則条辛のみ変更）

20．安全避難通路等 （規則条文のみ変更）

2L設計評価事故時の放射線障害の隣止 （規則条文のみ変更）

22。貯蔵施設 （変更なし）

添1－5

で示す。

変更理由

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

23。廃棄施設 （省略）

24．汚染を検査するための設備 （省略）

25、監視設備 （省略）

26。非常用電源設備

L

（省略）

変　　更　　後

23。廃棄施設 （変更なし）

24。汚染を検査するための設備 （変更なし）

25。監視設備 （規則条文のみ変更）

26．非常用電源設備 （規則条文のみ変更）

添1－6

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

27．通信連絡設備等 （省略）

28。多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止

　
πL

（省略）

変 更 後

27．通信連絡設備等 （規則条文のみ変更）

28。多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （規則条文のみ変更）

添1－7

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



核燃料物質使用変更許可申請書

E

k

　　　　　　新　旧　対　照　表

本文・・・・・・・・・・・・・・…　本一1～3

本文図面・・・・・・・・・・・・…　本図一1

添付書類1・…　一・一一…　添1－1～7
（使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に

　関する説明書（事故に関するものを除く。））

放射線保健室



新旧対照表 放　射　線　保　健　室 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

（省略）

1目的番号

1）

番号

1）

使用の目的

内部被ばく測定器の校正等

　　　　　　　　　　　　　　使用の方法

合成樹脂容器（300個以上）に分割密封したプルトニウム線源と人体等価物

質からなる肺及び臓器等に密封したプルトニウム線源及び天然ウラン線源

をファントムに入れ、装置の校正を行う。

①カプセル線源の使用方法
（イ）

（u）

（ハ）

密封線源174個（1個当たりの放射性物質の量は、約150Bq）を1
組として（ロ）の要領で使用する。

肺モニタ校正用胸部ファントムの肺の部分に（イ）の線源174個を

そう入する。

（ロ）のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
正する。

②臓器線源の使用の方法
　（イ）密封臓器線源（プルトニウムについては約560地、天然ウランにつ
　　　　いては約20塑q）（a・右肺、b・左肺、　c・リンパ節、　d・肝臓）を

　　　　　（ロ）以下の要領で使用する。使用する各形状の密封臓器線源の

　　　　内訳及び個数は、次表のとおりである。

使用する線源 a・右肺 b・左肺 c・リンパ節 d・肝臓

Pr238 1個 1個 3個 1個
プルトニウム

Ptヒ239 1個 1個 3個 1個

天然ウラン 1個 1個 3個

／（ロ）肺モニタ校正用人体模擬ファントムに、（イ）の臓器線源を入れる。

（ハ）　（ロ）のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校

　　　正する。

区　分

室名称

傷モニ
タ室、肺

モニタ
室

3．核燃料物質の種類

4．使用の場所

5。予定使用期間及び年間予定使用量

6．使用済燃料の処分の方法

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

変 更 後

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

（変更なし）

目的番号 使用の目的 区　分

（1） 内部被ばく測定器の校正等

目的番号 使用の方法 室名称

（1） 合成樹脂容器（300個以上）に分割密封したプルトニウム線源と人体等価物

質からなる肺及び臓器等に密封したプルトニウム線源及び天然ウラン線源

をファントムに入れ、装置の校正を行う。

①カプセル線源の使用方法
　（イ）密封線源174個（1個当たりの放射性物質の量は、約150」塾q）を

　　　　1組として（ロ）の要領で使用する。

　（ロ）肺モニタ校正用胸部ファントムの肺の部分に（イ）の線源174個を

　　　　そう入する。

　（ハ）　（ロ）のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
　　　　正する。

②臓器線源の使用の方法
　（イ）密封臓器線源（プルトニウムにっいては約560＿堕、天然ウランに
　　　　ついては約20墨q）　（a・右肺、b・左肺、　c・リンパ節、　d・肝臓）

　　　　を（ロ）以下の要領で使用する。使用する各形状の密封臓器線源

　　　　の内訳及び個数は、次表のとおりである。

傷モニ
タ室、肺

モニタ
室

使用する線源 a・右肺 b・左肺 c・リンパ節 d・肝臓

プルトニウム
Pu－238 1個 1個 3個 1個

Pr239 1個 1個 3個 1個

天然ウラン 1個 1個 3個

／（ロ）。肺モニタ校正用人体模擬ファントムに、（イ）の臓器線源を入れる。

（ハ）　（ロ）のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
　　　正する。

3．核燃料物質の種類

4．使用の場所

5．予定使用期間及び年間予定使用量

6．使用済燃料の処分の方法

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

本一1

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

7．使用施設の位置、構造及び設備

　7－1．使用施設の位置

r

使用施設の位置

L

（1）敷地の位置

　　核燃料サイクル工学研究所の位置は、核燃料サイクル工学研究所共通編の

　とおりである。

（2）建家の位置

　　本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備

　所に隣接するとともに、海岸から約700m、標高約10mのところにある。

　　このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約10mの場所

　に位置しているため、河川による洪水、津波・高潮による被害を受けるおそ

　れはない。また、敷地は平坦で排水性がよく、建家は安定した地層に支持さ

　れているため、地滑り・陥没等のおそれはない。

（3）使用施設の位置

　　本施設の使用施設（傷モニタ室、肺モニタ室）の位置を図7－1に示す。

7－2．使用施設の構造

展用搬の名称 構　造 床面積（　　21難） 設　計仕様
　僻

傷モニタ室

肺モニタ室

平屋鉄筋コンクリート

耐震・耐火構造

建家平面図を図7－1に示す。

27．1m2
36．9董 耐震設計：水平震度0．2

7－3．使用施設の設備
一直一備陵用設備の名称 個　数 仕様
　　一鉄

室
i

1式 2幽（W）×2L≦塑（D）×2翅（H）巫堕

200㎜厚、52．3t
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

ファントム 1式 特殊合成樹脂（人体組織等価物質）人体形体内各臓器に線源

一
1 をそう入（密封）可能

8．貯蔵施設の位置、構造及び設備

　8－1．貯蔵施設の位置

8～2。貯蔵施設の構造

（省略）

匝施設の名称 構　造 床面積（m2） 設　計仕様1
肺
モ
ニ
タ
室
L

「7－2　使用施設の構
造」と同じ

36。9血2　　一
「7－2　使用施設の構

造」と同じ

変　　更　　後

7．使用施設の位置、構造及び設備

　7－1．使用施設の位置

　　

　　

　　

　　

7－2．使用施設の構造

使用施設の名称 構　造 床面積（慮2） 設　計仕様

傷モニタ室

肺モニタ室

平屋鉄筋コンクリート

耐震・耐火構造

建家平面図を図7－1に示す。

27．1

36．9
耐震設計：水平震度0．2

7－3．使用施設の設備

使用設備の名称 個　数 仕様
2400（W）×2400（D）×2900（H）㎜鉄室

ファントム

1式

1式

　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一
200㎜厚、52．3t　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

特殊合成樹脂（人体組織等価物質）人体形体内各臓器に線源

をそう入（密封）可能

8．貯蔵施設の位置、構造及び設備

　8－1．貯蔵施設の位置

8－2．貯蔵施設の構造

（変更なし）

貯蔵施設の名称 構　造 床面積（m2） 設　計仕様

肺モニタ室
「7－2　使用施設の構

造」と同じ
36．9

ド7－2　使用施設の・構

造」と同じ

本一2

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（茨城港常陸那

珂港区の整備に

伴う施設と海岸

の距離の変更及

び表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

e 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室 本　文 変更箇所を で示す。

変　　更　　前

8－3。貯蔵施設の設備
一　一

貯蔵設備の名称 個数
最大

収納量

内容物の主な

物理・化学的性状 仕様
　　一隔

臓器線源

（人体の肺、肝臓

及びリンパ節形状

の密封線源で、中

以下の仕様の鋼製貯蔵庫を3台備え、線

源はケースに入れて貯蔵庫に収納し施

錠管理する。

鋼製貯蔵庫 3個

600超
（Pu量）

に天然ウランまた

はプルトニウムを

含む。主な化学
形：U308、　Pu（NO3）4）

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：470（W）×390（D）×365（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

29
（u量）

カプセル線源

（合成樹脂製のカ

プセル内に、プル

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：344（W）×433（D）×512（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

トニウムを染み込

ませたろ紙を含
む。主な化学形：
Pu（NO3）4）

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：463（W）×479（D）×665（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

9．廃棄施設の位置，構造及び設備 （省略）

変　　更　　後

8－3．貯蔵施設の設備

貯蔵設備の名称 個数
最大

収納量

内容物の主な

物理・化学的性状 仕様

鋼製貯蔵庫 3個

600」と＆

（Pu量）

　2－9
（u量）

臓器線源

（人体の肺、肝臓

及びリンパ節形状

の密封線源で、中

に天然ウランまた

はプルトニウムを

含む。主な化学
形：U308、　Pu（NO3）4）

カプセル線源

（合成樹脂製のカ

プセル内に、プル

トニウムを染み込

ませたろ紙を含
む。主な化学形：
Pu（NO3）4）

以下の仕様の鋼製貯蔵庫を3台備え、線

源はケースに入れて貯蔵庫に収納し施

錠管理する。

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：470（W）×390（D）×365（H）薗　　　　　　　　　　　　　　　一

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：344（W）×433（D）×512（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：463（W）×479（D）×665（H）】醗　　　　　　　　　　　　　　　一

9．廃棄施設の位置，構造及び設備 （変更なし）

変更理由

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

本一3





新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

1。閉じ込めの機能 （省略）

2．遮蔽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

3．火災等による損傷の防止

　
（省略）

4。立ち入りの防止 （省略）

　

　

　

　

L

5。自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤

5．2地震による損傷の防止

（省略）

（省略）

添付書類1 変更箇所を

変　　更　　後

1．閉じ込めの機能 （変更なし）

2e遮蔽 （変更なし）

3e火災等による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

4、立入りの防止

ご

（章題のみ変更）

5．自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤

5．2地震による損傷の防止

（変更なし）

（変更なし）

添1－1

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

　3津波による損傷の防止

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備所に近接するとともに、海岸か

ら約700m、標高約10mのところにある。

　このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約10狙の場所に位置しているため、河川によ

る洪水、津波・高潮による被害を受けるおそれはない。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止

　本施設は、建築基準法に従い風圧力、積雪等の外力も考慮した設計を行っており、台風や積雪等による被

害を受けるおそれは少ない。

　また。放射線保健室近傍には比較的大きな一般河川として久慈川と新川があるが、久慈川は北方に約5k皿

離れており、新川は水量が少ないため、河川の氾濫による洪水のおそれはない。

6。核燃料物質の臨界防止 （省略）

7．2tialeWPtllt2＊2ifgS31の地盤 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　後

5　3津波による損傷の防止

本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備所に近接するとともに、海岸か

ら約1200m、標高約10　mのところにある。

　このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約10一竺の場所に位置しているため、河川に

よる洪水、津波・高潮たよる被害を受けるおそれはない。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止

　本施設は、建築基準法に従い風圧力、積雪等の外力も考慮した設計を行っており、台風や積雪等による被

害を受けるおそれは少ない。

　また、放射線保健室近傍には比較的大きな一般河川として久慈川と新川があるが、久慈川は北方に約5㎞

離れており、新川は水量が少ないため、河川の氾濫による洪水のおそれはない。

6。核燃料物質の臨界防止 （規則条文のみ変更）

7．tlggewspagsmpgの地盤 （章題及び規則条文のみ変更）

添1－2

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（茨城港常陸那

珂港区の整備に

伴う施設と海岸

の距離の変更及

び表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（表現の見直し）

を図るため。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

8e地震による損傷の防止 （省略）

9。津波による損傷の防止 （省略）

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

1L　eewangpmtW　Ptへの人の不法な侵入等の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

変 更 後

8．地震による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

9e津波による損傷の防止 （規則条文のみ変更）ノ

10。外部からの衝撃による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

11．使用前査・施設への人の不法な侵入等の防止 （章題及び規則条文のみ変更）

添1－3

で示す。、

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

12。濫水による損傷の防止 （省略）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （省略）

14．飛散物による損傷の防止 （省略）

15。重要度に応じた安全機能の確保 （省略）

16。環境条件を考慮した設計 （省略）

X7。検査等を考慮した設計
　　

－
－
w
w
j

（省略）

18。WWの共用
（省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

変 更 後

12．溢水による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （規則条文のみ変更）

14．飛散物による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

15．重要度に応じた安全機能の確保 （規則条文のみ変更）

16。環境条件を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

17。検査等を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

18．幽検査対象施設の共用 （章題及び規則条文のみ変更）

添1－4

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた’

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室

一1資
　ゆ

19。誤操作の防止

変　　更　　前

（省略）

20。安全避難通路等 （省略）

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （省略）

22．貯蔵施設 ・（省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

変 更 後

19．誤操作の防止 （規則条文のみ変更）

20．安全避難通路等 （規則条文のみ変更）

21。設計評価事故時の放射線障害の防止 （規則条文のみ変更）

22．貯蔵施設 （変更なし）

添1－5

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

e 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室

ト
23．廃棄施設

変　　更　　前

（省略）

24．汚染を検査するための設備 （省略）

25．監視設備 （省略）

第

　

　

　

26．非常用電源設備 （省略）

添　付　書　類　1 変吏箇所を

変　　更　　後

23．廃棄施設 （変更なし）

24。汚染を検査するための設備 （変更なし）

25e監視設備 （規則条文のみ変更）

26．非常用電源設備 （規則条文のみ変更）

添1－6

で示す。

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。



新旧対照表 放　射　線　保　健　室 添　付　書　類　1 変更箇所を で示す。

変　　更　　前

27．通信連絡設備等 （省略）

28。多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （省略）

変　　更　　後

27．通信連絡設備等 （規則条文のみ変更）

28。多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （規則条文のみ変更）

変更理由

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

・ 記載の適正化

（法令改正に伴

う変更）を図るた

め。

添1－7
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